
稲城市介護職員永年勤続表彰 Ｑ＆Ａ 

 

※介護職員等とは…介護福祉士、実務者研修修了者（介護職員基礎研修、ホームヘルパー1級 

          を含む。）、介護職員初任者研修課程修了者（ホームヘルパー2級を含む。）、 

社会福祉士、介護支援専門員を指します。 

 質問 答え 

期間計算 

市内の他の事業所・施設で勤務した期

間を通算することはできるか。 

通算できます。             

この場合、推薦する事業所において、本人の

自己申告に基づき、計算してください。 

市外の他の事業所・施設で勤務した期

間を通算してもよいか。 
通算できません。 

同一法人内の市外の他の事業所・施設

で勤務した期間を通算してもよいか。 

通算できません。            

同一法人であっても市内の事業所・施設で勤

務した期間のみを通算してください。 

計算期間 

（職種） 

介護職員等※としてのほか、同事業所

で看護職員、リハビリ職（ＰＴ、ＳＴ、

ＯＴ）、栄養士、保健師等として働いた

期間は、通算していいのか。 

通算できません。            

介護職員等※として勤務した期間を通算して

ください。 

市内の事業所・施設等に通算１０年勤

務しているが、介護職員等※として有

資格者となってからの勤務は３年し

かない。この場合、１０年以上の表彰

の対象となるか。 

対象となりません。           

介護職員等※として有資格者となってからの

勤務した期間のみ通算してください。 

期間計算 

（除算・ 

休暇関係） 

産前産後休暇、育児休業、介護休業な

どを取得している期間の取扱いはど

うなるのか。 

その期間は対象外となり、除算となります。 

期間計算 

（非常勤） 
非常勤職員は対象か。 

対象です。               

この場合、週当たりの勤務時間にかかわら

ず、非常勤職員としての勤務期間に１／２を

掛けて計算してください。       

例）非常勤１０年勤務の場合       

⇒１０年×1/2＝５年 

期間計算 

（除算・ 

非常勤） 

非常勤職員から常勤職員になった場

合、どのように計算するのか。 

非常勤職員の期間については１／２を乗じて

算出して、常勤の期間を加えて計算してくだ

さい。                  

例）非常勤１６年、常勤４年の場合     

⇒１６年×1/2＋４年＝12年 

雇用形態 派遣職員は対象か。 対象になりません。           

また、派遣職員から正規職員となった場合

も、派遣職員の期間は通算できません。 

   



   

 質問 答え 

資格と 

職種 

社会福祉士等の資格を持っているが、

実際には、事務職として働いている。

この場合、対象になるか。 

対象になりません。           

社会福祉士であって、生活相談員や支援相談

員、計画作成担当者などとして、介護サービ

ス利用者の処遇に直接携わっている者は対象

となります。              

ただし、直接介護に携わっている期間が１０

年以上ある場合には、ご相談ください。 

その他 
役員、調理師、営繕職員、事務職員等

は対象となるか。 
対象になりません。 

その他 
対象者が複数名いる場合、全員推薦し

ないといけないのか。 

事業所の判断にお任せします。       

ただし、表彰式の会場の都合上、ご推薦いた

だいた方全員を表彰することは困難なことが

予想されますので、各事業所におかれては、

勤務年数が特に長い人を優先してご推薦いた

だく等ご理解とご協力をお願いします。  

なお、本表彰は、令和７年度より毎年実施を

予定しております。 

表彰式 

表彰式の前に退職する場合は、表彰対

象となるか。 
表彰対象外です。 

表彰式には誰が出席できるのか。 

被表彰者又は代理の方の出席が可能です。 

また、被表彰者以外に立会い出席を希望され

る場合には、個別にご相談ください。 

 


